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武蔵小杉駅周辺の散乱防止及び路上喫煙防止重点区域の変更（拡大）案に関する 

パブリックコメントの実施結果について 

 
１ 概要 

川崎市では、平成７年７月に地域の環境美化の促進を目的とした「川崎市飲料容器等の散乱

防止に関する条例」を、また、平成１８年４月に市民等の身体及び財産の安全の確保を目的と

した「川崎市路上喫煙の防止に関する条例」を施行しました。条例では、特に飲料容器等の散

乱を防止及び路上喫煙を防止する必要があると認める主要駅周辺を重点区域に指定し、飲料容

器等の散乱防止及び路上喫煙防止に取り組んでいます。 
武蔵小杉駅周辺については、令和５年１２月のＪＲ横須賀線武蔵小杉駅綱島街道改札の供用

開始に伴い、駅周辺の環境が変わることを受けて、武蔵小杉駅周辺の散乱防止及び路上喫煙防

止重点区域の変更（拡大）することについて、令和６年８月１９日から令和６年９月１７日ま

で市民の皆様の御意見を募集しました。 
その結果、１３通（意見総数３８件）の御意見をいただきましたので、御意見の内容とそれ

に対する市の考え方について、次のとおり公表いたします。 
 
２ 意見募集の概要 

題     名 「武蔵小杉駅周辺の散乱防止及び路上喫煙防止重点区域の変更（拡大）

案」に関する意見募集について 
意見の募集期間 令和６年８月１９日（月）から９月１７日（火）まで 
意見の提出方法 電子メール（フォーム）、ＦＡＸ、郵送、持参 
募集の周知方法 ・市ホームページ 

・市政だより（９月号掲載） 
・各区役所、支所及び出張所（市政資料コーナー） 
・かわさき情報プラザ（市役所本庁舎復元棟２階） 
・教育文化会館及び市民館（分館含む）、各図書館（分館含む） 
・武蔵小杉駅周辺指定喫煙所 
・市民文化局市民生活部地域安全推進課（市役所本庁舎２１階） 
・環境局生活環境部減量推進課（市役所本庁舎２０階） 

結果の公表方法 ・市ホームページ 
・各区役所、支所及び出張所（市政資料コーナー） 
・かわさき情報プラザ（市役所本庁舎復元棟２階） 
・教育文化会館及び市民館（分館含む）、各図書館（分館含む） 
・市民文化局市民生活部地域安全推進課（市役所本庁舎２１階） 
・環境局生活環境部減量推進課（市役所本庁舎２０階） 

 
３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数） １３通（３８件） 

内 
 
 
訳 

電子メール（フォーム） １０通（３２件） 
ＦＡＸ ３通（ ６件） 
郵送 ０通（ ０件） 
持参 ０通（ ０件） 
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４ 御意見の内容と対応 

寄せられた意見の内容は、概ね重点区域の変更（拡大）案に沿ったもの、掲示物の設置や巡

回指導など、今後、防止対策を進めていく中で参考とするものや要望等であったため、当初案

のとおり「武蔵小杉駅周辺の散乱防止及び路上喫煙防止重点区域の変更（拡大）」を行います。 
 
【対応区分】 

Ａ 御意見を踏まえ、反映したもの 
Ｂ 御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見を踏まえ取組を推進するもの 
Ｃ 今後の取組を進めていく中で参考とするもの 
Ｄ 案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明するもの 
Ｅ その他 

 
【意見の件数と対応区分】 

項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

１ 武蔵小杉駅周辺の重点区域変更（拡

大）等に関すること 
0 11 0 7 0 18 

２ 飲料容器等の散乱防止対策及び路上

喫煙防止対策に関すること 
0 0 7 11 1 19 

３ その他 0 0 0 0 1 １ 

計 0 11 7 18 2 38 
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５ 具体的な御意見の内容と市の考え方 

（１）武蔵小杉駅周辺の重点区域変更（拡大）等に関すること（１８件） 

№ 意見の要旨 本市の考え方 区分 

１  武蔵小杉駅周辺の重点区域変更（拡

大）案に賛同する。 
（同趣旨の意見 計 11 件（通）） 

 武蔵小杉駅周辺の重点区域変更（拡

大）を行い、当該地域における散乱防止

対策及び路上喫煙防止対策に取り組ん

でいきます。 

Ｂ 

２  重点区域を綱島街道や保育園、教育施

設、公園などに拡大してほしい。 
 「川崎市飲料容器等の散乱防止に関す

る条例」では、市内全域でポイ捨てを禁

止しており、散乱を特に防止する必要が

あると認める区域を重点区域に指定し

ています。また、「川崎市路上喫煙の防止

に関する条例」では、市内全域で路上喫

煙をしないよう求めるとともに、重点区

域内を禁煙としています。 
 重点区域は、人の往来が多い区域に限

定して、重点的、集中的かつきめ細かく

対策を講じ意識啓発を行うため、広域拠

点駅及び地域生活拠点駅の駅前広場、広

場を起点とした主要道路及びこれらと

接続した公共的施設、商店街等への道路

等、波及効果の高い区域を対象に、通行

量や現状等を総合的に勘案した上で指

定しています。 

Ｄ 

３  駅周辺だけでなく、徒歩２０分位で移

動出来る場所まで拡大してほしい。 
４  向河原駅付近でも路上喫煙がかなり

多く困っているので、対象エリアをさら

に拡大してほしい。 
５  重点区域を市内全域に広めてほしい。 

 
６  早急に市内全域で路上喫煙とポイ捨

て（不法投棄・放火）を禁止にしてほし

い。 
７  保育所、小学校など子供が利用する周

辺施設、武蔵小杉駅周辺すべて、新丸子

東第２公園の周囲すべて禁煙にしてほ

しい。 

８  大きな道路から外れた細い道路で喫

煙やポイ捨てが行われることにならな

いよう、道路ではなく住所で一帯が対象

地域とはできないか。 

 重点区域は、人の往来が多い区域に限

定して、重点的、集中的かつきめ細かく

対策を講じ意識啓発を行うため、広域拠

点駅及び地域生活拠点駅の駅前広場、広

場を起点とした主要道路及びこれらと

接続した公共的施設、商店街等への道路

等、波及効果の高い区域を対象に、通行

量や現状等を総合的に勘案した上で指

定しています。 
 また、罰則の適用にあたり範囲を明確

にする必要があるため、住所一帯での指

定はしていません。 

Ｄ 
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（２）飲料容器等の散乱防止対策及び路上喫煙防止対策に関すること（１９件） 

№ 意見の要旨 本市の考え方 区分 

９  重点区域である旨の掲示物を設置し

てほしい。 
 重点区域内には、重点区域である旨の

標識等を設置します。設置にあたって

は、安全や景観など周辺環境を考慮しな

がら、設置方法や効果的な場所を検討し

ていきます。 Ｃ 

10  新しく追加される区域でも区域案内

をわかりやすくしてほしい。 
11  重点区域を指定しただけでなく、看板

類を増設してほしい。 
12  禁煙に関する注意喚起（ポスター、看

板等掲示）を増やしてほしい。 
13  重点区域を指定しただけでなく、指導

員の巡回をしてほしい。 
 違反行為への注意・指導については、

飲料容器等散乱防止指導員及び路上喫

煙防止指導員が重点区域を定期的に巡

回し、ポイ捨て行為及び路上喫煙者を発

見した場合は、注意・指導を行い、従わ

ない悪質な違反者には過料の徴収を行

っていきます。 

Ｄ 

14  取締りを強化してほしい。 
 

15  北口の南武沿線道路を渡って松屋の

角を北に向かう道は、普通に喫煙者を見

かける状況である。直ちに改善してほし

い。 
16  路上喫煙の指導や清掃活動を継続的

に実施して周知啓発に取り組んでほし

い。 

 重点区域の変更（拡大）に伴い、各区

で行っている定期的なキャンペーン（清

掃や啓発活動）に加えて、武蔵小杉駅周

辺を中心にキャンペーンやポスターの

掲示等により重点的、集中的に周知して

いきます。違反行為への注意・指導につ

いては、飲料容器等散乱防止指導員及び

路上喫煙防止指導員が重点区域を定期

的に巡回し、ポイ捨て行為及び路上喫煙

者を発見した場合は、注意・指導を行い、

従わない悪質な違反者には過料の徴収

を行っていきます。 

Ｄ 

17  違反者に罰金を払わせるようにしな

ければ変わらない。罰則を制度化してほ

しい。 

「川崎市飲料容器等の散乱防止に関す

る条例」、「川崎市路上喫煙の防止に関す

る条例」及び各条例施行規則により、重

点区域内においてポイ捨てや路上喫煙

をした違反者に対する罰則を設けてお

り、注意・指導をしても従わない場合に

２，０００円の過料を科すこととしてい

ます。 

Ｄ 
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№ 意見の要旨 本市の考え方 区分 

18  違反した場合の罰則は５万円くらい

にしてほしい。 
 「川崎市飲料容器等の散乱防止に関す

る条例」、「川崎市路上喫煙の防止に関す

る条例」及び各条例施行規則により、重

点区域内においてポイ捨てや路上喫煙

をした違反者に対する罰則を設けてお

り、２，０００円の過料を科すこととし

ています。過料の額については他都市の

状況を踏まえ、検討し決定しています。 

Ｄ 

19  重点区域内をパトロールする主体は

どこか。 
 重点区域では、市長が任命する飲料容

器等散乱防止指導員及び路上喫煙防止

指導員が巡回し、条例やマナーの周知、

注意・指導等を行っています。 

Ｄ 

20  重点区域外にも注意喚起看板などを

設置してほしい。 
 注意喚起の看板については、路上喫煙

をしないように呼び掛けるポスターや

プラスチック看板、ポイ捨てをしないよ

うに呼び掛けるプラスチック看板を御

要望に応じて配布し、掲示いただいてい

ます。 

Ｃ 

21  重点区域内だけでなく、接している外

側・囲まれている区域についても監視体

制を強化してほしい。 

 重点区域外については、重点区域の変

更（拡大）後の状況を注視しながら、ポ

イ捨てや路上喫煙をしないよう普及啓

発活動を行っていきます。 

Ｄ 

22  川崎市路上喫煙の防止に関する条例

の規制対象に、タバコを咥える行為や電

子たばこを加えてほしい。 

 本条例は、道路や駅前広場などでの喫

煙による火が周囲の歩行者にやけどを

負わせたり、衣類などに焼け焦げをつけ

たりするおそれがあることから、こうし

た他の歩行者に対して危険となる行為

を防止し、歩行者の安全を確保すること

を目的としています。 
 御意見のありましたタバコを咥える

行為、加熱式タバコ、電子タバコを吸う

行為については、路上喫煙の防止に関す

る条例には規定はありませんが、それぞ

れの行為が路上喫煙を誘発する恐れが

あるため注意・指導を行っています。 

Ｄ 
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№ 意見の要旨 本市の考え方 区分 

23  川崎市路上喫煙防止に関する条例で

は受動喫煙を防止することも含まれる

と明記してください。 

 本条例は、道路や駅前広場などでの喫

煙による火が周囲の歩行者にやけどを

負わせたり、衣類などに焼け焦げをつけ

たりするおそれがあることから、こうし

た他の歩行者に対して危険となる行為

を防止し、歩行者の安全を確保すること

を目的としていますが、市民からの問い

合わせや意見の多くがたばこの煙やに

おいなど受動喫煙に関することが多く、

中でも指定喫煙場所周辺のたばこの煙

の問題つきましては、多くの御意見、要

望が寄せられていることから、指定喫煙

場所の設置に当たりましては、歩行者動

線を外し、厚生労働省による受動喫煙に

配慮した技術的留意事項（通知）に基づ

いたパーテーションを設置するなど、受

動喫煙に配慮した対策を行っています。 

Ｄ 

24  現在ある喫煙所の形状や設置場所が

不適切なので、受動喫煙防止対策を講じ

た喫煙所の移設・改良をしてほしい。 

 川崎市路上喫煙の防止に関する条例

は、道路や駅前広場などで、市民等の身

体及び財産の安全の確保を図り、もって

市民の生活環境の向上に資することを

目的としています。 
 当該指定喫煙場所につきましては、喫

煙場所の外に煙が漏れ出ているなどに

ついて市民の皆様から御意見をいただ

いているところでございます。 
 これまでも、関係局等と環境改善に向

けて検討を行ってきたところでござい

ますが、今後も引き続き、移設も含めた

適切な喫煙場所の整備に向けて協議し

てまいります。 

Ｃ 

25  武蔵小杉駅東口の重点区域にある指

定喫煙場所は受動喫煙が避けられない。

しっかりした作りと近くに人が立ち入

らなくて済む場所に整備してほしい。 

 当該指定喫煙場所については、「川崎

市路上喫煙の防止に関する条例」のほ

か、受動喫煙防止の観点も踏まえ、関係

機関と協議しながら、喫煙場所の環境改

善に努めていきます。 

Ｃ 

26  人の通行量の変化に伴い重点区域を

変更するのであれば、指定喫煙所も横須

賀線側に設けた方が集中を避けること

ができるのではないでしょうか。 

 武蔵小杉駅横須賀線口には平成２６

年３月に指定喫煙場所を設置しており、

令和元年１２月には四方をパーテーシ

ョンで囲うなどの改修も行っています。 

Ｄ 
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№ 意見の要旨 本市の考え方 区分 

27  コアパークの喫煙の状況がひどく、吸

い殻も多いため、喫煙所を設置してほし

い。 

 コアパークに設置の予定はありませ

んが、広報啓発や周辺の指導員の巡回な

ど関係機関と協力して対策を行ってい

きます。 

Ｅ 

 
（３）その他（１件） 

№ 意見の要旨 本市の考え方 区分 

28  ゴミのポイ捨てや違法停車への抑止

力として東口側に交番を設置してほし

い。 

 御意見はパブリックコメントの趣旨

とは異なるため、市から回答することは

しませんが、交番の設置については、県

の公安委員会や県警察本部長の判断に

より設置されるもののため、神奈川県警

に共有します。 

Ｅ 
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武蔵小杉駅周辺の散乱防止及び路上喫煙防止重点区域の変更(拡大)図

特に人の往来が増えている区域（下図 部分）について、重点区域の変更
（拡大）を行い、当該地域における散乱防止・路上喫煙防止を推進し、地域の環
境美化と安全で快適なまちづくりを目指す。

至 武蔵中原駅
至 向河原駅
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上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

令和７年１月
２月以降

重点区域拡大
の市民周知

関係者への報告

市民意見等手続
（パブリック

　コメント等）

議会報告

令和６年1２月令和６年１１月

●関係者会議の開催（11/28）

パブリックコメント結果の報告

・町内会関係

・商店街関係

・大規模事業者等

検

１
月
20
日

重
点
区
域
変
更
・
拡
大

施
行

12
月
20
日

重
点
区
域
変
更
・
拡
大

告
示

●委員会での報告（11/14）
（環境・文教）
議会への情報提供

検

今後のスケジュール

検検

散乱防止対策

・路上喫煙防止

対策の継続実

施

●意見公表
・市ＨＰへの掲載
・報道機関への情報提供

●市政だより（１月号）への掲載

●区役所、市民館などの公共施設等
でのポスター掲出

●市バス車内広告

●駅など関係者への広報協力依頼
●キャンペーンの実施（週１回程度）

●指導員による巡回・指導
●報道機関への情報提供
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